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摘　
　

要

島
根
県
八
束
郡
大
庭
村
（
現
・
松
江
市
大
庭
町
お
よ
び
八
雲
町
平
原
）
は
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
の
「
町
村
制
」
施
行
に
と
も
な
う
全
国
的
町
村

合
併
に
際
し
て
、
大
庭
村
・
佐
草
村
・
山
代
村
・
大
草
村
・
平
原
村
の
五
村
が
合
併
し
て
成
立
し
た
。
大
庭
村
は
、
一
九
二
五
年
に
「
優
良
村
（
模
範
村
）」

と
し
て
内
務
大
臣
か
ら
表
彰
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
同
村
内
で
は
、
長
く
政
治
的
対
立
が
続
い
て
い
た
。
本
稿
は
、
八
雲
立
つ
風
土
記
の
丘
資
料
館
所
蔵

の
「
大
庭
村
役
場
文
書
」
等
を
も
と
に
、
こ
の
よ
う
な
大
庭
村
の
政
治
状
況
と
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
行
政
村
と
大
字
（
旧
村
）
の
関
係
、
同
村
の
経
済

構
造
お
よ
び
階
層
的
社
会
構
成
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
八
束
郡
大
庭
村　

政
治
状
況　

行
政
村　

村
内
対
立　

階
層
社
会

は
じ
め
に

　

松
江
市
の
東
南
部
に
位
置
す
る
島
根
県
八
束
郡
大
庭
村
（
現
・
松
江
市
大
庭
町

お
よ
び
八
雲
町
平
原
。
地
図
1
）
は
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
の
「
市
制
及

町
村
制
」（
一
八
八
八
年
法
律
第
一
号
）
施
行
に
と
も
な
う
全
国
的
な
町
村
合
併

の
中
で
、
大
庭
村
・
佐
草
村
・
山
代
村
・
大
草
村
・
平
原
村
が
合
併
し
て
成
立
し

た
（
地
図
2
）。
本
稿
は
、
こ
の
大
庭
村
を
対
象
と
し
て
、
①
合
併
前
の
旧
五
村

の
状
況
を
部
落
（
合
併
後
の
大
字
＝
旧
村
）
間
の
対
立
と
村
内
の
共
同
体
規
制
に

注
目
し
て
分
析
す
る
こ
と
、
②
大
庭
村
合
併
の
経
過
と
合
併
後
の
村
会
議
員
お
よ

び
村
役
場
吏
員
の
構
成
、
村
財
政
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
③
合
併
後
の

村
内
の
政
治
的
対
立
の
内
容
を
民
党
勢
力
の
台
頭
と
村
内
有
力
者
間
の
対
立
の
二

点
に
即
し
て
分
析
す
る
こ
と
、
④
以
上
の
よ
う
な
政
治
状
況
の
背
景
で
あ
る
大
庭

村
の
社
会
構
造
を
階
層
社
会
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

一

山
陰
研
究
（
第
十
三
号
）
二
〇
二
〇
年
十
二
月
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地図 1　八束郡の町村配置

出典：『八束郡誌』（1926年初版。総説・町村誌編）臨川書店、1986年復刻版附録「八束郡全図」により作図
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地図 2　1889年（明治22）大庭村合併前の旧村配置図
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一　

町
村
合
併
前
の
旧
村

　

明
治
の
村
は
今
の
姿
か
ら
は
想
像

で
き
な
い
ほ
ど
の
田
舎
で
、
丘
地
に

囲
ま
れ
な
が
ら
も
田
畑
が
広
が
る
の

ど
か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
大
部

分
は
農
家
で
あ
っ
た
。

　

明
治
期
の
村
々
は
近
世
的
な
自
然

村
と
行
政
村
が
一
体
化
し
、
生
産
と

生
活
は
そ
れ
な
り
に
保
障
さ
れ
た
共

同
体
で
あ
り
、
一
定
の
ゆ
る
や
か
な

規
制
に
よ
り
運
営
さ
れ
た
行
政
村
で

あ
る
。
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）

の
合
併
前
の
旧
村
は
共
同
体
的
社
会

関
係
を
基
盤
と
し
て
存
立
し
て
い
た

が
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
は

部
落
（
旧
村
。
以
下
同
じ
）
感
情
で

あ
っ
た
。
表
1
か
ら
は
、
行
政
区
域

が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
し
、
組
み
合

せ
て
は
崩
し
、
崩
し
て
は
組
み
合
せ

た
り
の
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
部
落
感

情
の
存
在
が
あ
っ
た
。

　

⑴　

部
落
感
情
残
存
の
条
件

　

町
村
合
併
前
の
戸
口
統
計
が
な
い
の
で

一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
の
数
字
を
見
た
の
が
、

表
2
で
あ
る
。
戸
口
は
戸
籍
上
の
数
値
で
は
な

く
、
現
住
戸
口
で
あ
る
。
旧
大
庭
村
は
他
村
に
く

ら
べ
て
戸
数
、
人
口
と
も
大
き
く
、
他
は
小
村
で

あ
る
。
何
よ
り
も
気
に
な
る
の
は
人
口
に
男
女
の

人
数
差
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
社
会
的

要
因
が
あ
る
と
考
え
て
通
婚
圏
を
調
べ
た
。

　

表
3
は
、
合
併
前
の
一
八
八
九
年
（
明
治

二
二
）
三
月
以
前
に
お
け
る
婚
姻
、
養
子
縁
組
の

人
数
で
、
本
籍
地
の
出
生
者
で
行
先
を
調
べ
た
も

の
で
あ
る
。
意
宇
郡
内
が
大
部
分
で
あ
る
の
は
、

生
活
圏
内
で
あ
り
当
然
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は

部
落
内
婚
が
多
い
こ
と
で
、
一
〇
七
戸
の
平
原
で

四
〇
人
と
い
う
の
は
親
戚
同
士
を
含
む
と
い
う
こ

と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
佐
草
、
大
草
も
同
様
で
部
落
内
の
社
会
関
係
は
濃
密
で
あ

る
。
ま
た
佐
草
は
乃
木
、
東
忌
部
と
通
婚
が
多
い
の
は
、
調
整
弁
的
な
機
能
を
果

し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
一
方
で
、
翌
四
月
に
旧
五
ケ
村
が
合
併
し
大
庭
村
が

成
立
す
る
が
、
佐
草
は
平
原
・
山
代
な
ど
、
大
草
は
平
原
な
ど
と
の
通
婚
が
少
な

く
、
平
原
も
他
部
落
と
は
疎
遠
で
、
旧
五
村
間
に
親
疎
の
距
離
感
が
複
雑
に
か
ら

み
合
っ
て
い
た
。

　

さ
き
に
指
摘
し
た
現
住
男
女
数
の
不
均
等
に
つ
い
て
は
、
女
子
の
郡
内
外
流
出

が
多
い
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
。

　

旧
村
が
自
立
で
き
た
理
由
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
地
目
別
面
積
を

表 1　行政区域の変遷

近世
大区　小区制 郡区町村編成法 町村制　1889．4．1

第4大区　1872．7．25 ～ 意宇郡～ ～八束郡　1896．8．1
1871．11．15 ～ 72．7．25 ～ 72．11．25 79．2 ～　　84．8．16 ～

58村

第8区 小8区 第8区 竹矢村外四ヶ村

大庭村
山代村、大庭村、大草村
佐草村、平原村　　　　

乃木村、西津田、東津田
古志原村、山代村　　　

古志原村、春日村、山代村、
出雲郷村、竹矢村 　　　　

第11区 大庭村外四ヶ村
東岩坂村、西岩坂村、　　
日吉村、大草村、大庭村、
佐草村、平原村 　　　　

大庭村、大草村、佐草村、
西岩坂村、平原村 　　　

「島根県歴史政治部」（島根県公文書センター蔵）

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝⎛⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

表 2　1890（明治23）年の戸数・人口
大庭 佐草 山代 大草 平原 計

戸数 180 80 69 87 107 513

人口
男 423 186 173 197 233 1,212
女 380 169 131 173 217 1,072
計 803 355 304 370 450 2,282

「徴発物件諸表」（八雲立つ風土記の丘資料館蔵「大庭村役場文書」。
以下所蔵機関名は省略）

三

「
明
治
の
村
」
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政
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況 

―
八
束
郡
大
庭
村
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事
例
（
森
安　

章
）

－ 226 －



表 3　●通婚圏（1889年 3 月以前）
佐草村 大草村 平原村

男 女 計 男 女 計 男 女 計

意　

宇　

郡

佐 草 9 10 19 1 7 8 4 3 7
大 草 1 2 3 9 18 27 0 1 1
大 庭 1 9 10 0 4 4 2 2 4
平 原 0 1 1 0 1 1 11 29 40
山 代 0 2 2 1 2 3 1 0 1
乃 木 1 10 11 0 3 3 1 2 3
東 津 田 0 1 1 0 2 2 1 0 1
西 津 田 0 2 2 1 1 2 0 0 0
古 志 原 0 3 3 0 1 1 1 2 3
矢 田 0 1 1 0 2 2 0 0 0
八 幡 0 0 0 1 2 3 1 0 1
竹 矢 0 2 2 1 5 6 0 0 0
春 日 0 2 2 0 0 0 0 0 0
出 雲 郷 0 3 3 3 9 12 0 2 2
揖 屋 0 0 0 0 3 3 0 0 0
下 意 東 0 1 1 0 3 3 0 0 0
上 意 東 0 1 1 0 0 0 0 0 0
東 岩 坂 0 1 1 0 2 2 0 1 1
西 岩 坂 0 1 1 1 6 7 0 5 5
日 吉 0 1 1 0 2 2 0 0 0
熊 野 1 3 4 2 5 7 3 6 9
東 忌 部 2 9 11 1 2 3 2 12 14
西 忌 部 1 3 4 0 1 1 1 7 8
乃 白 0 3 3 0 1 1 0 1 1
玉 造 0 0 0 0 0 0 0 2 2
福 富 0 0 0 1 0 1 0 1 1
大 谷 1 3 4 0 0 0 1 4 5
湯 町 0 0 0 0 1 1 0 0 0
東 来 海 1 0 1 0 0 0 0 0 0
西 来 海 0 0 0 0 1 1 0 0 0

林 0 1 1 0 1 1 0 0 0
宍 道 0 0 0 0 0 0 0 1 1
江 島 0 0 0 0 1 1 0 0 0
松江11町 2 2 4 0 1 1 0 0 0
松江分 0 0 0 0 1 1 0 0 0

計 9 52 61 11 57 68 11 46 57
郡　外 1 13 14 3 9 12 14 27 41
県　外 0 1 1 0 1 1 0 1 1
合　計 10 66 76 14 67 81 25 74 99

各村「戸籍下調帳」（「大庭村役場文書」）

四

「
明
治
の
村
」
の
政
治
状
況 

―
八
束
郡
大
庭
村
の
事
例
（
森
安　

章
）
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み
た
の
が
、
表
4
で
あ
る
。
大
庭
と
山
代
は
畑
地
が
比
較
的
多
く
て
椿
・
三
椏

を
栽
培
し
て
製
紙
業
が
盛
ん
で
あ
る
。
大
草
は
全
体
の
六
割
を
田
地
が
占
め
る

稲
作
が
中
心
の
純
農
村
、
平
原
は
山
林
が
七
割
の
農
山
村
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

大
草
は
用
水
を
意
宇
川
か
ら
引
く
が
、
他
は
溜
池
か
ら
水
を
引
く
な
ど
個
性

が
あ
っ
た
。
山
林
は
大
部
分
が
柴
草
山
で
、
近
世
は
入
会
地
で
牛
（
耕
作
用
）、

馬
（
運
送
用
）
の
秣
場
と
し
て
利
用
し
、
近
代
に
入
る
と
部
落
有
財
産
と
な
り
、

山
と
水
は
部
落
民
が
共
同
所
有
、
共
同
利
用
し
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
表
5

〜
6
に
か
か
げ
て
お
い
た
。

　

⑵　

階
層
社
会
の
共
同
体
規
制

　

明
治
初
期
の
村
に
お
い
て
階
層
格
差
が
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
知
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
階
層
格
差
は
、
一
般
に
は
土
地
所
有
者
で
あ
る
か
、
零
細
土
地
所

有
者
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
小
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
と

い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
が
、
本
稿
で
は
生
活
面
か
ら
探
究
す
る
。
近
世
に
は

家
格
と
い
う
身
分
的
区
別
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
共
同
体
的

規
制
を
と
も
な
い
村
落
内
の
社
会
秩
序
を
維
持
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
明
治

初
期
は
近
世
と
連
続
し
て
い
て
、
規
制
も
近
世
段
階
と
同
じ
で
は
な
い
と
し
て

も
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
家
格
を
住
居
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。
村
民
の
居
住
基
盤

で
あ
る
住
居
は
、
本
家
（
母
屋
）
と
周
囲
に
付
設
す
る
建
物
か
ら
成
り
立
つ
。

明
治
一
〇
年
代
に
調
査
さ
れ
た
「
家
券
取
調
帳
」（『
松
江
市
史　

通
史
編
5　

近
現
代
』
二
〇
二
〇
年
、
九
八
頁
参
照
）
に
よ
る
と
、
村
々
の
建
物
の
種
別
棟

数
は
、
表
7
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
家
は
敷
地
の
中
央
に
あ
り
、
居
住
者
が
い

ろ
い
ろ
な
活
動
を
す
る
場
所
で
あ
る
。
土
蔵
は
自
他
共
に
認
め
る
家
格
を
表
現

し
、
建
造
で
き
る
費
用
の
あ
る
の
は
資
産
家
で
村
の
上
層
に
位
置
し
て
お
り
、

表 4　1888（明治21）年の地目別面種
大庭村 佐草村 山代村 大草村 平原村 計

田 99.1903 65.1528 53.4626 82.0221 84.9624 384.8812 
畑 46.2108 10.7908 25.4603 7.4604 12.6021 102.5314 

宅 地 10.1710 5.3322 5.3016 5.1122 5.6810 31.6120 
池 沼 7.2010 4.9200 1.4321 .1124 4.0627 17.7415 
山 林 181.2528 137.2722 83.5721 40.0610 324.6407 766.8128 
原 野 .0102 .0102 
雑 種 地 11.4426 3.8705 6.0328 14.4900 10.4926 46.3425 

計 355.4818 227.3505 175.2927 149.2721 442.4625 1,349.8826 
「一市六郡合併町村取調書」（島根県公文書センター蔵）

町 町 町 町 町 町

表 5　1888（明治21）年の村有財産（山林）
大庭村 佐草村 山代村 大草村 平原村 計

103.3511 69.7713 .4205 6.4815 8.5817 188.6202 
矢田村との共有 熊野村との共有

43.9606 46.8825 
「一市六郡合併町村取調書」（島根県公文書センター蔵）

町 町 町 町 町 町

表 6　溜池
官有地 民有地 計

筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積

1890 12 7.4702 147 6.9914 159 14.4616 
1901 13 7.4702 149 7.0114 162 14.4818 
1911 14 7.4702 150 7.1701 163 14.6403 

「大庭村地籍表」（「大庭村役場文書」）

町 町 町

五

「
明
治
の
村
」
の
政
治
状
況 

―
八
束
郡
大
庭
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土
地
を
所
有
し
な
い
村
民
は
有
力
者
に
依
存
し
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
無
資

産
者
で
あ
る
。
土
蔵
の
有
無
は
階
層
区
分
を
判
断
す
る
目
安
に
な
る
。
佐
草
は

全
戸
の
半
数
が
所
有
し
、
他
村
は
三
割
程
度
で
あ
る
。

　

ま
た
屋
根
材
料
別
の
棟
数
を
整
理
し
た
の
が
、
表
8
で
あ
る
。
各
村
と
も
に

本
家
は
ほ
と
ん
ど
が
ワ
ラ
葺
屋
根
で
あ
り
、
夏
は
涼
し
く
冬
は
暖
か
く
て
快
適

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
田
舎
の
原
風
景
そ
の
も
の
で
あ
る
。
土
蔵
は
瓦
葺

が
多
く
四
面
は
粘
土
で
固
め
て
い
て
頑
丈
で
、
防
火
上
有
効
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
家
と
そ
の
付
設
さ
れ
た
建
物
を
組
み
合
せ
て
四
つ
に
分
類
し
た

が
、
そ
の
実
際
例
を
示
し
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。

　
　

Ⅰ
型　

　

本
家
、
土
蔵
、う

ま
や

　
　

Ⅱ
型　

　

本
家
、
土
蔵
、
そ
の
他

　
　

Ⅲ
型　

　

本
家
、

　
　

Ⅳ
型　

　

本
家
、
そ
の
他

　

さ
て
、
こ
の
四
つ
の
組
み
合
せ
の
形
状
が
意
味
す
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
ま
ず
、
Ⅰ
型
は
豪
農
を
含
む
地
主
・
自
作
な
ど
有
資
産
者
、
Ⅱ
型
は
商

工
業
者
で
有
資
産
、
Ⅲ
型
は
零
細
・
小
作
、
Ⅳ
型
は
商
工
業
者
・
雑
業
者
で
あ

る
。
そ
し
て
各
村
の
類
型
別
戸
数
を
表
9
で
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
に
町
村
制

施
行
当
時
の
村
政
担
当
者
を
併
せ
示
し
た
も
の
が
表
10
で
あ
る
。

　

町
村
合
併
が
行
わ
れ
た
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
は
、
資
本
主
義
が
確
立

す
る
以
前
の
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
階
層
区
分
す
る
と
、
上
層
の
戸
数

は
全
体
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
、
下
層
は
三
分
の
二
で
あ
る
。
村
政
指
導
者
は
お
お

む
ね
上
層
に
位
置
し
て
お
り
、
経
済
構
造
と
政
治
構
造
は
照
応
し
て
い
た
。

　

村
会
で
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
四
月
に
決
議
し
た
民
産
等
級
表
に
よ
る

表 7　明治初期の建物棟数
調査年 本家 土蔵 厩 厠 納屋 物置場 湯殿 廊下 その他 計

大庭村 1877．10 192 68 142 132 22 35 13 61 15 680
佐草村 1877． 8  84 42  70  81 16 21  0 25  7 346
大草村 1878． 4  93 34  76  77  3 20  1 20 16 340
山代村 1886．　  68 22  48  46  6 18 10 29 10 257

各村「家券取調帳」（「大庭村役場文書」）
表 8　屋根材料

本家（％） 土蔵（％） 厩（％） 厠（％） 納屋

大庭村

瓦 13（ 6．8）瓦 65（95．6）瓦 31（21．8）瓦 68（51．5）瓦 16（72．7）
ワラ 179（93．2）ワラ 3（ 4．4）ワラ 111（78．2）ワラ 62（47．0）ワラ 6（27．3）

曽木 2（ 1．5）
計 192（ 100）計 68（ 100）計 142（ 100）計 132（ 100）計 22（ 100）

佐草村
瓦 5（ 6．0）瓦 31（73．8）瓦 16（22．9）瓦 51（63．0）瓦 8（50．0）
ワラ 79（94．0）ワラ 11（26．2）ワラ 54（77．1）ワラ 30（37．0）ワラ 8（50．0）
計 84（ 100）計 42（ 100）計 70（ 100）計 81（ 100）計 16（ 100）

大草村
瓦 5（ 5．4）瓦 29（85．3）瓦 10（13．2）瓦 25（32．5）瓦 2（66．7）
ワラ 88（94．6）ワラ 5（14．7）ワラ 66（86．8）ワラ 52（67．5）ワラ 1（33．3）
計 93（ 100）計 34（ 100）計 76（ 100）計 77（ 100）計 3（ 100）

山代村

瓦 3（ 4．4）瓦 22（ 100）瓦 10（20．8）瓦 30（65．2）瓦 5（83．3）
ワラ 63（92．6） ワラ 38（79．2）ワラ 14（30．4）ワラ 1（16．7）
曽木 2（ 2．9） 曽木 1　　　

板 1　　　
計 68（ 100）計 22（ 100）計 48（ 100）計 46（ 100）計 6（ 100）

各村「家券取調帳」（「大庭村役場文書」）
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表 9　建物の組み合わせ別の戸数
組み合わせ 大庭 佐草 大草 山代 計（％）

Ⅰ型　　本家・土蔵・厩  60 39 29 21 149（34．1）
Ⅱ型　　本家・土蔵 　6  2  3  1 12（ 2．7）
Ⅲ型　　本家・厩  83 30 45 23 181（41．4）
Ⅳ型　　本家  43 13 16 23 95（21．7）

計 192 84 93 68 437（ 100）
平原は除く 各村「家券取調帳」（「大庭村役場文書」）

図 1　建物図面

「家券取調帳」（「大庭村役場文書」）

Ⅲ 型 Ⅳ 型

Ⅰ 型 Ⅱ 型

第
十
一番

物
置

第
十
番

厠

第
九
番

長
屋

第
七
番

厩

第八番

炭入場

第
壱
番

本
家

第六番

湯殿

第
五
番

部
屋

第
四
番

厠

第
三
番

土
蔵

第弐番

廊下

第
七
番

厠 第
壱
番

本
家

第
六
番

紙
漉
場

第
五
番

廊
下

第
四
番

土
蔵

第
弐
番

湯
殿

第
三
番

木
入
場

第
三
番

木
入
場

第
壱
番

本
家

第
弐
番

鍛
冶
場

第
弐
番

厩

第
壱
番

本
家

第
三
番

厠
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と
、
等
級
は
一
〜
等
外
ま
で
二
一
区
分
し
て
い
る
。
こ
れ
に
村
政

支
配
者
の
等
級
を
確
認
し
た
も
の
を
表
11
に
整
理
し
た
。
共
同
体

規
制
の
も
と
Ⅰ
〜
Ⅱ
型
は
民
産
等
級
表
の
一
〜
一
五
等
に
相
当
し

て
い
る
。

　

な
お
、
各
旧
村
に
お
け
る
借
地
上
の
本
家
棟
数
を
調
べ
た
も
の

が
表
12
で
あ
る
。
山
代
村
は
他
村
に
く
ら
べ
借
地
上
の
棟
数
が
突

出
し
て
多
い
。
そ
れ
は
調
査
年
が
「
松
方
デ
フ
レ
」
の
影
響
が
続

く
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
デ
フ
レ
が
き
わ
め

て
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
松
方
デ
フ
レ
の
時
期
は
、
寄

生
地
主
制
の
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
疑
い

な
い
。

　
　
　

二　

大
庭
村
の
成
立

　

一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
に
「
市
制
及
町
村
制
」
が
公
布
さ

れ
る
と
、
島
根
県
は
早
速
町
村
合
併
の
準
備
に
と
り
か
か
り
、
調

査
研
究
の
上
で
合
併
案
を
作
成
し
た
（
前
掲
『
松
江
市
史　

通
史

編
5　

近
現
代
』
一
五
一
頁
以
下
）。
一
〇
月
三
日
に
は
意
宇
郡

長
・
各
村
戸
長
・
連
合
会
代
表
を
招
集
し
て
諮
問
会
を
開
催
し
、

表
13
の
よ
う
な
諮
問
案
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
意
宇
郡

五
八
村
を
十
六
村
と
す
る
も
の
で
、
政
府
の
「
町
村
合
併
標
準
」

の
三
〇
〇
戸
以
上
が
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
諮
問
会
は
意
宇
郡
内
の
五
八
村
を
再
編
し
て
一
六
の
統
合

村
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
一
部
か
ら
不
満
の
声
が
で
た
と
み

ら
れ
る
が
、
大
庭
村
は
合
併
に
同
意
し
た
。
県
は
各
村
の
意
向
を

表10　町村制施行当時（1889年）の村政担当者と家の類型
大庭 佐草 大草 山代

Ⅰ型

村長、収入役、村
会議員1人

名誉職助役、村会
議員2人

有給助役、村会議
員2人 村会議員2人

区長1人、区長代理
1人、区会議員1人

区長1人、区長代理
1人、区会議員4人

区長1人、区長代理
1人、区会議員4人

区長代理1人、区会
議員5人

Ⅱ型 村会議員1人
区会議員1人 区会議員1人

Ⅲ型 － － － －
Ⅳ型 － － － －

平原は除く、職員は判明したものを記載 「職員録」「家券取調帳」（「大庭村役場文書」）

表11　大庭村の民産等級表（1890年 4 月　村会決議）
人員 うち村政担当者

1 ～ 5等 13（ 2．5％） 村議5
6 ～ 10 47（ 9．0％） 190（36．6％） 村長、名誉職助役、村議3、区長1
11 ～ 15 130（25．1％） 村議1、区長1
16 ～ 20 287（55．4％）

328（63．3％）
等　外 41（ 7．9％）

計 518（ 100％）
村議と区長は兼任しているところがある 「村会議事録」（「大庭村役場文書」）

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

表12　借地上の本家棟数
調査年月 本家 うち借地上の棟数（％）

大庭村 1877．10 192 34（17．7）
佐草村 1877． 8  84 20（23．8）
大草村 1878． 4  93 12（12．9）
山代村 1886．　  68 37（54．4）

「家券取調帳」（「大庭村役場文書」）
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聴
取
し
た
上
、
合
併
区
域
の
少
々
の
修
正
に
は
応
じ
た
こ
と
は
、
表
14
に
よ
っ
て

判
明
す
る
。
ま
た
、
合
併
前
後
の
村
費
（
役
場
費
）
を
比
較
す
る
と
、
旧
村
か
ら

新
村
へ
の
移
行
期
に
あ
た
り
、
若
干
の
経
費
増
は
あ
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

　

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
四
月
一
日
「
市
制
及
町
村
制
」
は
施
行
さ
れ
た
。

県
が
提
示
し
た
五
ヶ
村
合
併
し
た
行
政
村
（
大
庭
村
）
を
受
け
入
れ
た
と
は
い
え
、

ど
の
村
も
懸
念
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
共
同
体
と
し
て
の
部
落
（
＝
旧
村
）

が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
あ
る
。
各
旧
村
は
い
ず
れ
も
「
其
人

情
風
俗
ヲ
異
ニ
シ
従
ッ
テ
部
落
感
情
甚
シ
ク
」（「
村
治
状
況
調
査
書
」）
と
い
う

状
況
で
あ
り
、
結
束
力
は
強
固
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
行
政
村
と
し
て

の
大
庭
村
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
統
合
村
の
中
枢
機
関
に
部
落
を
取
り
込
む
こ

と
以
外
に
な
い
。
し
か
も
合
併
は
知
事
か
ら
指
示
さ
れ
た
「
町
村
制
施
行
順
序
」

に
し
た
が
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
く
か
ら
、
こ
れ
に
間
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
町
村
合
併
施
行
前
の
あ
る
時
点
で
部
落
代
表
が
打
合
会
を
開
催
し
た
の
は
確

か
で
、
そ
こ
で
対
策
を
つ
く
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
町
村
合
併
が
実
施
さ
れ
る
の

は
事
実
で
あ
る
こ
と
を
、
村
民
は
し
だ
い
に
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て

四
月
一
四
日
大
庭
村
役
場
が
開
設
さ
れ
、
七
月
一
日
役
場
事
務
が
開
始
さ
れ
た
。

　

こ
の
過
程
で
、
内
務
大
臣
へ
認
可
を
求
め
る
た
め
県
が
提
出
し
た
町
村
合
併
案

は
新
大
庭
村
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　

合
併
ヲ
要
ス
ル
理
由

　
　
　

資
力
ナ
ク
シ
テ
独
立
自
治
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ヲ
得
ス

　
　

郡
長
及
戸
長
並
連
合
町
村
会
ヘ
諮
詢
ノ
答
申

　
　
　

郡
長
及
戸
長
並
連
合
町
村
会
共
ニ
同
意

　
　

新
村
名
撰
定
ノ
事
由

表13　県が諮問会に提出した町村合併案（意宇郡）
戸数 地価 戸数 地価

津田村 593 168,095 忌部村 394 158,820
竹矢村 337 167,849 来海村 500 176,470

出雲郷村 381 172,855 白石村 434 167,192
揖屋村 649 107,996 湯町村 711 280,752
意東村 518 138,024 宍道村 595 127,004
岩坂村 488 161,323 南大根島 508 56,187
熊野村 326 98,566 北大根島 379 42,066
大庭村 514 237,801 
乃木村 482 159,830 計 7,827 2,420,830

明治22年「庶務部雑欵」（「大庭村役場文書」）

戸 円

表14　規模別町村数

300戸
以下

300

～

400

400

～

500

500

～

700

700
～

1000

1000
戸

以上
計

諮問案 5 3 7 1 16
新町村数 7 2 6 1 16

「庶務部雑欵」「新町村役場費取調表」（「大庭村役場文書」）

表15　新旧村費（役場費）
大庭村外4ケ村 大庭村
1888（明治21） 1890（明治23）

875.556 962.180 
「一市六郡合併町村取調書」
（島根県公文書センター蔵）

「村会議案原議書」
（「大庭村役場文書」）
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本
区
域
中
大
村
名
ヲ
採
り
大
庭
村
ト
ス

　
　

合
併
ニ
付
将
来
交
通
ノ
便
否
地
勢
風
俗
ノ
異
同
人
民
ノ
折
合

　
　
　

地
勢
中
部
ニ
丘
山
ア
ル
モ
他
ハ
概
ネ
平
坦
ニ
シ
テ
交
通
大
ナ
ル
不
便
ナ
シ

又
風
俗
人
情
相
同
シ
故
ニ
人
民
折
合
亦
宜
シ
カ
ル
可
シ

 
（「
一
市
六
郡
合
併
町
村
取
調
書
」
島
根
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
蔵
）

　

つ
ま
り
町
村
合
併
の
理
由
は
、「
独
立
自
治
」
の
た
め
に
は
「
資
力
」
が
も
っ

と
も
肝
要
な
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
や
県
の
委
任
事
務
の
費
用

は
、
村
の
負
担
で
あ
る
と
し
た
。

　

県
官
は
国
へ
の
報
告
の
な
か
で
「
人
民
折
合
亦
宜
シ
カ
ル
ヘ
シ
」
と
し
た
が
、

現
実
は
前
述
の
よ
う
に
「
部
落
感
情
甚
シ
ク
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
大
き
く
乖

離
し
て
い
る
。
県
官
の
国
に
従
う
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。

　

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
四
月
二
八
日
に
実
施
さ
れ
た
村
会
議
員
選
挙
は
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
検
証
し
よ
う
。
選
挙
権
、
被
選
挙
権
を
認
め
ら
れ
た

の
は
、
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
戸
主
で
、
二
年
以
上
そ
の
町
村
に
住
ん
で
い
る
こ

と
、
地
租
ま
た
は
直
接
国
税
二
円
以
上
納
入
者
に
限
ら
れ
た
。
し
か
も
町
村
会
議

員
に
は
二
級
選
挙
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。
つ
ま
り
村
税
二
円
以
上
の
納
税
者
を
納

税
額
の
多
い
順
に
選
挙
人
名
簿
を
つ
く
り
、
村
税
総
額
の
二
分
の
一
を
納
め
る
上

位
の
グ
ル
ー
プ
を
一
級
選
挙
人
、
そ
れ
以
下
の
グ
ル
ー
プ
を
二
級
選
挙
人
と
区
別

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
半
数
ず
つ
の
町
村
会
議
員
を
選
出
す
る
と
い
う
仕
組
で

あ
る
。
大
庭
村
の
場
合
は
定
員
一
二
名
で
あ
る
か
ら
各
級
六
名
ず
つ
で
あ
る
。
当

選
議
員
の
出
身
部
落
別
お
よ
び
等
級
別
に
推
移
を
み
た
の
が
、
表
16
〜
17
で
あ
る

が
、
見
事
な
ま
で
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
巧
み
な
方
法
を
考
え
た
の
が
、
前
に
述
べ
た
部
落
代
表
者
に
よ
る
打
合
会
で

表16　出身部落別の当選者数
1889.4 1892.4 1895.4 1898.4 1901.4 1904.4 1907.4 1910.4

（明22） （明25） （明28） （明31） （明34） （明37） （明40） （明43）
大庭  4 1 3 1 3 1 3 1
佐草  2 2 0 2 0 2 0 2
山代  2 0 2 0 2 0 2 0
大草  2 2 0 2 0 2 0 2
平原  2 1 1 1 1 1 1 1
計 12 6 6 6 6 6 6 6

「職員録」（「大庭村役場文書」）

表17　等級別の当選者数
1898.4 1901.4 1904.4 1907.4 1910.4

1級 2級 1級 2級 1級 2級 1級 2級 1級 2級
大庭 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1
佐草 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
山代 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
大草 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
平原 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
計 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 「職員録」（「大庭村役場文書」）
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
村
政
の
議
決
機
関
で
あ
る
村
会
が
部
落
の
利
益
代
表
で

構
成
さ
れ
る
と
、
村
は
一
元
的
な
統
合
体
で
な
く
部
落
連
合
体
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
方
法
は
一
時
的
に
は
部
落
間
対
立
を
沈
静
化
で
き
た
と
し
て
も
長
期
的

観
点
か
ら
み
て
失
敗
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　

次
の
史
料
は
第
二
回
村
会
議
員
選
挙
の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

本
年
村
会
議
員
半
数
解
任
期
ニ
当
ル
ヲ
似
テ
三
月
退
任
者
ノ
抽
籤
ヲ
執
行
シ

四
月
選
挙
会
ヲ
開
ケ
リ
選
挙
人
ノ
数
第
一
級
四
十
七
人
投
票
数
四
十
二
票
第

二
級
三
二
一
人
投
票
数
ニ
五
十
票
ア
リ
タ
リ 

（「
村
事
務
報
告
書
」）

　

こ
の
年
の
村
議
選
は
半
数
改
選
で
あ
っ
た

こ
と
は
表
16
に
み
た
と
お
り
で
、
山
代
の
み

が
改
選
は
な
か
っ
た
。
山
代
の
選
挙
人
は
選

挙
を
棄
権
し
た
と
み
ら
れ
る
。
村
会
は
定
員

一
二
名
の
う
ち
大
庭
四
名
、
そ
れ
以
外
の
八

名
は
各
部
落
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
に
配
分

さ
れ
た
。
大
庭
は
最
多
の
議
席
を
も
つ
の

で
、
村
会
に
お
け
る
主
導
権
を
握
る
こ
と
に

な
る
が
、
過
半
数
に
達
し
な
い
か
ら
他
部
落

と
合
従
連
衡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
大
庭
の
独
占
を
抑
制
す
る
効
果
に

も
な
る
。

　

村
議
選
後
の
村
会
で
は
村
長
・
助
役
が
選

出
さ
れ
た
が
、
有
給
職
の
場
合
も
あ
る
が
原

則
と
し
て
は
名
誉
職
で
あ
っ
た
。
大
庭
村
は

名
誉
職
村
長
と
名
誉
職
助
役
な
ら
び
に
有
給
助
役
も
設
置
し
た
（
表
18
）。
そ
の

政
治
的
理
由
は
、
村
長
井
上
賢
蔵
は
大
庭
出
身
、
助
役
今
井
正
八
は
佐
草
、
白
鹿

長
之
助
は
大
草
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
三
部
落
が
連
携
し
て
村
政
を
運
営
し
よ

う
と
の
意
向
が
は
っ
き
り
み
え
る
。

　

次
に
、
役
場
事
務
を
担
う
吏
員
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
年
を
経
る

ご
と
に
事
務
量
は
増
大
し
て
専
任
職
の
書
記
は
多
忙
を
極
め
て
い
た
。
そ
の
状
況

は
、
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）「
非
常
ノ
繁
忙
ヲ
極
メ
タ
リ
」、
一
九
〇
四
年
（
明

治
三
七
）「
繁
劇
ヲ
極
メ
タ
リ
」、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）「
最
モ
繁
忙
ヲ
極

メ
タ
リ
」
と
「
村
事
務
報
告
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

村
の
行
政
を
財
政
面
で
み
る
と
、
歳
入
の
大
部
分
は
村
税
で
あ
る
が
、
地
価
割

と
戸
別
割
が
主
要
な
支
柱
で
あ
る
。
地
価
割
は
土
地
所
有
者
が
負
担
す
る
が
、
戸

別
割
は
村
の
全
戸
に
賦

課
さ
れ
た
。
ま
ず
全
戸

に
一
定
額
を
均
等
に
賦

課
し
た
上
に
、
土
地
所

有
者
が
地
価
に
応
じ
て

等
級
課
税
さ
れ
た
。
し

た
が
っ
て
無
資
産
者
も

負
担
す
る
と
こ
ろ
か
ら

大
衆
課
税
の
性
格
が

あ
っ
た
。
こ
の
両
税
の

推
移
を
表
19
で
み
る

と
、
一
八
九
〇
年
（
明

治
二
三
）
か
ら
し
ば
ら

表18　1889年（明治22）の大庭村役場の事務分担（未定稿）
役職 氏名 居住大字 担当事務

名誉職村長 井上　賢蔵 大庭 村の統轄
名誉職助役 今井　庄八 佐草 庶務係兼村税・土木
有給助役 白鹿長之助 大草 庶務係兼会議
収入役 吉野武三郎 村財政歳入出
書　記 引野右夫衛門 税務係兼地理
書　記 松浦　孝一 庶務係兼国税

「事務分担命令書」（「大庭村役場文書」）

表19　地価割・戸別割の推移（予算）
地価割（指数） 戸別割（指数）

1890 714.463 （100） 247.268 （　100）
91 749.896 （105） 224.061 （　 91）
92 750.513 （105） 248.884 （　101）
93 750.675 （105） 334.780 （　135）
94 1,381.336 （193） 679.950 （　275）
95 1,695.470 （237） 678.333 （　273）
96 1,585.366 （223） 974.116 （　394）
97 1,644.746 （237） 1,535.528 （　621）
98 1,698.127 （228） 1,451.121 （　587）
99 2,159.067 （302） 1,979.228 （　800）

1900 2,375.368 （332） 2,286.000 （　925）
01 3,325.613 （466） 3,416.817 （1，382）

各年「村会議事録」（「大庭村役場文書」）

円 円
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く
の
間
は
抑
制
ぎ
み
で
、
民
党
の
政
治
思
想
「
民
力

休
養
・
政
費
節
減
」
が
村
政
に
も
反
映
し
て
い
る
よ

う
だ
。
そ
れ
が
日
清
戦
後
に
な
る
と
、
大
増
税
に
転

換
し
、
一
九
〇
〇
年
代
に
は
地
価
割
は
四
倍
、
戸

別
割
は
実
に
一
四
倍
に
急
上
昇
し
た
。
こ
れ
は
下

層
民
に
い
ち
じ
る
し
い
高
負
担
を
強
い
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
　

 
民
力
資
力
ノ
疲
弊
甚
シ
ク
倒
産
者
続
出
シ
テ
諸

税
ノ
滞
納
多
ク
実
ニ
悲
惨
ノ
状
態
ニ
陥
リ
村
治

ノ
破
綻
其
ノ
極
ニ
達
セ
シ
ヲ
以
テ
村
当
局
ハ
此

ノ
弊
害
ヲ
除
去
セ
ン
ト
シ
種
々
画
策
セ
ル
モ
其

ノ
効
果
ナ
ク　
〔
大
正
一
四
年
「
大
庭
村
治
績

調
査
調
書
」「
大
庭
村
役
場
文
書
」〕

　

表
20
は
村
の
発
足
か
ら
日
清
戦
争
後
の
財
政
歳
出

表
で
あ
る
。
発
足
し
て
数
年
間
は
緊
縮
財
政
が
続
い

た
の
は
、
不
作
の
た
め
農
民
は
困
窮
し
て
い
て
巨
額

の
財
政
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
経
済
事
情
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
島
根
県
に
お
け
る
米
の
反
収

は
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
は
一
・
〇
四
〇
石
、

九
〇
年
は
一
・
二
一
〇
石
、
九
七
年
は
〇
・
九
六
二

石
で
あ
る
な
ど
明
治
二
〇
年
代
ま
で
は
不
安
定
で

あ
っ
た
（『
新
修
島
根
県
史　

通
史
編
2　

近
代
』

四
七
三
〜
四
ペ
ー
ジ
）。
こ
う
し
た
経
費
節
減
の
財

政
方
針
は
村
長
を
は
じ
め
村
議
も
一
致
し
て
支
持
し
て
い
た
。
や
が
て
村
会
で
は

新
た
な
重
要
な
事
業
に
つ
い
て
提
案
が
出
さ
れ
て
き
た
。「
村
会
議
事
録
」
か
ら

い
く
つ
か
を
記
し
て
お
く
。

　
　
　

役
場
新
築
願
（
明
治
二
三
年
今
井
正
八
外
五
名
カ
村
長
ヘ
提
出
）

本
村
ノ
役
場
ハ
小
学
校
ト
同
一
棟
ニ
シ
テ
本
村
大
字
大
庭
、
佐
草
ノ
共
有
建

物
ナ
リ
而
シ
テ
之
ヲ
仮
用
ス
ル
ト
キ
ハ
本
校
理
財
上
聊
便
宜
ニ
ハ
候
得
共

熟
々
役
場
及
小
学
校
ノ
景
况
ヲ
案
ス
ル
ニ
役
場
ハ
其
事
務
所
二
階
ニ
シ
テ
人

民
ノ
不
便
実
ニ
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
厳
寒
及
炎
暑
の
候
ハ
実
ニ
職
員

ノ
困
難
云
フ
可
カ
ラ
ス
加
フ
ル
ニ
諸
器
具
器
械

ハ
年
々
増
シ
テ
既
ニ
之
ヲ
蔵
置
ス
ル
ノ
場
所
ヲ

余
サ
ス
又
学
校
ニ
近
接
セ
ル
所
ハ
生
徒
出
入
ノ

時
等
ハ
大
ニ
動
揺
セ
ラ
レ
テ
其
間
事
務
ヲ
執
ル

能
ハ
サ
ル
所
ア
リ
…

　
　
　

 

明
治
二
五
年
一
月
議
決　

尋
常
小
学
校
ニ
高

等
科
併
置
ノ
件

　
　

 

本
村
ハ
地
僻
陬
ニ
シ
テ
松
江
市
ヲ
距
ル
壱
里
余

以
上
殊
ニ
道
路
険
悪
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
是
迄
松
江
高

等
小
学
校
ヘ
通
学
ス
ル
モ
ノ
僅
ニ
五
六
名
内
外

ナ
リ
…
…
本
村
ノ
如
キ
ハ
郡
中
ノ
大
村
ニ
シ
テ

…
…
敢
テ
負
担
ニ
堪
ヘ
ス
ト
云
フ
ヲ
得
サ
ル
ヘ

シ
…
…
有
志
輩
ヲ
シ
テ
其
学
科
ヲ
修
ム
ル
コ
ト

能
ハ
サ
ル
憾
ア
ラ
シ
ム
ル
如
キ
ハ
蓋
シ
自
治
ノ

精
神
ニ
背
反
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
…
…

表20　歳出主要項目の推移
役場費（指数） 土木費（指数） 教育費（指数） 衛生費（指数） 勧業費（指数）

1890 980.580 （　100） 268.655 （　100） 336.958 （　100） 5.500 （　100） 4.00 （　 100）
　92 485.460 （ 49．5） 298.090 （110．0） 400.144 （118．8） 5.000 （ 90．9） 1.00 （　25．0）
　97 689.195 （ 70．3） 359.427 （133．4） 1,062.617 （315．4） 17.600 （　320）
1901 1,478.990 （120．2） 1,120.375 （417．0） 1,789.085 （531．0） 50.810 （923．8） 65.00 （1625．0）

各年　「村会議事録」（「大庭村役場文書」）

円

表21　村長・助役・収入役の給与（年額）
1890 1891 1892 1893 1894

名誉職村長報酬 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 
名誉職助役報酬 45.6 45.6 45.6 45.6 49.2 
有給助役給料 46.8 46.8 46.8 46.8 51.6 
収入役給料 48.0 50.4 12.0 12.0 24.0 

各年　「村会議事録」（「大庭村役場文書」）

円
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こ
れ
ら
の
議
案
は
村
議
全
員
一
致
で
議
決
し
た
。
と
く
に
村
会
運
営
を
リ
ー
ド

し
た
の
は
、
今
井
正
八
（
佐
草
）
ら
民
党
派
の
人
々
と
み
ら
れ
る
。

　

緊
縮
財
政
下
の
こ
の
時
期
の
村
長
以
下
の
役
職
者
の
給
与
を
調
べ
る
と
、
表
21

の
と
お
り
で
あ
る
。
村
長
・
助
役
の
報
酬
・
給
料
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
収
入
役

は
徴
税
事
務
の
行
き
詰
ま
り
の
責
任
を
問
わ
れ
て
削
減
さ
れ
、
そ
の
間
に
三
人
の

収
入
役
が
任
期
途
中
に
辞
職
し
た
り
し
て
い
る
。

　

前
に
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
村
会
に
お
け
る
提
言
に
基
づ
い
て
決
議
さ
れ
た
事

業
は
、
日
清
戦
後
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
工
事
の
経
費
は
村
税
の
増
税
、
特

に
戸
別
割
の
賦
課
強
化
と
借
入
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
っ
た
。
主
要
な
事
業
は
表
22

〜
23
の
と
お
り
で
あ
る
。

三　

村
会
の
抗
争

　

⑴　

民
党
勢
力
の
台
頭

　

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
帝
国
議
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
政
府
と
民
党
の

対
立
は
激
化
し
て
、
そ
の
影
響
は
県
内
各
地
に
波
及
し
た
。
意
宇
郡
内
で
は
大
庭

村
は
「
本
郡
中
政
治
熱
最
モ
旺
盛
ナ
ル
村
柄
」
と
な
っ
て
、
村
内
は
「
甲
乙
両
党

ニ
分
派
シ
其
反
目
激
甚
」
と
な
っ
た
。
村
役
場
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

国
会
開
設
ニ
際
シ
政
治
熱
大
ニ
波
及
シ
本
郡
中
政
治
熱
最
モ
旺
盛
ナ
ル
村
柄

ト
ナ
リ
…
…
大
小
ノ
政
客
出
入
シ
テ
党
勢
ノ
拡
張
ニ
力
メ
タ
ル
結
果
半
可
通

ノ
政
治
熱
ニ
犯
サ
レ
甲
乙
両
党
ニ
分
派
シ
其
反
目
激
甚
ヲ
極
メ
…
…

 
〔
大
正
四
年
「
村
治
状
況
調
査
書
」（
大
庭
村
役
場
文
書
）〕

表22　主要な事業
事業内容

1892 大庭村尋常小学校に高等科併置
　96 ～ 98 広瀬道改修
　97 ～ 99 八重垣道・平原道改修
　98 ～ 1900 中島道
1900 役場新築・大庭村尋常高等小学校校舎新築
　01 平原尋常小学校校舎新築

各年　「村会議事録」（「大庭村役場文書」）

表23　基本財産明細表
所在地 種目 坪数 構造種類 価格 摘要

大字大庭 日本造 26.65 木造二階造
屋根瓦葺 250.000 大庭村尋常高等小学校校舎

〃 131.55 〃 3,391.425 　　　　　 〃
38.75 〃 1,146.239 大庭村役場及大庭村会議事堂

大字平原 〃 41.92 屋根曾木葺 752.701 平原尋常小学校校舎
「村会議事録」（「大庭村役場文書」）

坪 円
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第
二
回
衆
議
院
議
員
選
挙
は
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
二
月
に
実
施
さ
れ
た

が
、
当
時
は
小
選
挙
区
制
で
大
庭
村
は
島
根
県
第
一
選
挙
区
（
島
根
・
秋
鹿
・
意

宇
郡
）
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
県
内
各
地
で
巡
査
に
よ
る
選
挙
干
渉
が
問
題

に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
当
時
の
地
元
紙
か
ら
い
く
つ
か
を
記
し
て
お
く
。

●
意
宇
俱
楽
部
の
臨
時
惣
会

岡
崎
運
兵
衛
氏
等
の
発
起
に
て
創
立
し
た
る
八
雲
俱
楽
部
と
合
併
を
誘
導
せ

し
を
以
て
同
会
員
は
加
盟
す
べ
き
や
否
や
若
し
加
盟
せ
は
意
宇
俱
楽
部
の
存

廃
如
何
と
云
ふ
に
就
て
昨
日
午
後
末
次
本
町
臨
水
亭
に
於
て
臨
時
惣
会
を
開

き
た
り
出
席
員
十
九
名
に
て
種
々
討
議
せ
し
が
会
員
中
断
固
と
不
賛
成
一
喝

し
た
る
も
の
あ
り
し
も
八
雲
俱
楽
部
は
意
宇
俱
楽
部
の
主
義
と
同
一
に
し
て

同
様
の
運
動
を
為
す
者
と
せ
は
当
日
の
出
席
会
員
は
俱
に
手
を
曳
て
入
会
を

為
し
傍
ら
意
宇
俱
楽
部
は
尚
一
層
盛
大
に
導
き
入
会
し
た
る
上
主
義
の
異
な

る
処
あ
れ
は
一
同
退
会
せ
ん
と
の
事
に
決
議
し
後
酒
宴
を
開
き
散
会
せ
り

 

（「
山
陰
新
聞
」
明
治
二
四
年
九
月
一
六
日
）

●
衆
議
院
議
員
改
撰
競
争
の
駈
引
並
其
属
聞

◎
青
年
大
に
気
焰
を
吐
く

（
前
略
）
去
る
十
一
日
意
宇
郡
大
庭
村
旧
五
ヶ
村
民
党
青
年
輩
の
一
団
体
が

這
回
の
衆
議
院
議
員
候
補
者
の
件
に
付
き
其
反
対
党
周
旋
人
吉
野
武
三
郎
三

代
仙
左
衛
門
高
本
源
左
衛
門
三
島
豊
三
郎
の
四
氏
に
談
判
す
る
所
あ
ら
ん
と

て
右
の
青
年
は
隊
伍
を
組
み
各
部
署
を
定
め
今
や
押
出
さ
ん
と
す
る
折
し
も

斯
く
と
聞
く
駐
在
所
詰
巡
査
は
這
は
穏
か
な
ら
さ
る
一
大
事
こ
そ
起
り
た
れ

未
発
に
防
く
そ
良
か
ら
め
と
直
ち
に
青
年
輩
に
注
意
を
加
ひ
た
る
に
破
竹
の

勢
あ
る
青
年
は
一
己
の
持
論
を
吐
き
他
方
の
所
説
を
聞
き
所
謂
智
識
を
交
換

せ
ん
と
て
な
り
腕
力
凶
暴
の
手
段
を
用
ゆ
る
も
の
な
ら
ん
や
若
し
不
審
あ
ら

ば
保
護
の
為
め
吾
々
と
同
行
し
実
地
に
臨
監
せ
ら
る
べ
し
と
主
張
せ
し
を
以

て
巡
査
は
予
戒
令
を
説
き
て
強
て
差
止
め
た
る
よ
り
一
同
は
正
義
公
平
無
私

の
精
神
を
持
し
て
運
動
を
な
す
に
何
ん
の
憚
る
こ
と
あ
ら
ん
余
計
の
五
注
意

は
以
後
以
て
謝
絶
す
と
其
場
は
一
同
引
払
へ
た
り
（
後
略
）

◎
佐
草
の
予
撰

意
宇
郡
大
庭
村
大
字
佐
草
区
青
年
は
衆
議
院
解
散
後
必
至
運
動
し
つ
ゝ
あ
り

し
が
い
よ
〳
〵
撰
挙
期
日
切
迫
に
付
渡
部
源
治
郎
引
野
専
之
助
両
氏
の
発
起

に
て
昨
日
午
後
一
時
よ
り
常
徳
寺
に
於
て
同
区
内
人
民
一
同
集
合
し
候
補
者

と
し
て
現
出
せ
る
自
由
党
員
園
山
勇
独
立
俱
楽
部
員
岡
崎
運
兵
衛
両
氏
に
就

き
予
選
投
票
を
試
み
し
に
惣
集
員
五
十
一
名
の
内
園
山
氏
四
十
九
点
岡
崎
氏

二
点
此
日
警
官
の
臨
監
す
る
も
の
四
名
如
何
に
も
手
厚
し
と
感
し
た
る
が
事

穏
便
に
終
へ
一
同
自
由
党
万
歳
園
山
氏
万
歳
を
三
呼
し
て
退
散
せ
り

 

（「
山
陰
新
聞
」
明
治
二
五
年
二
月
一
四
日
）

　

こ
の
よ
う
に
巡
査
の
臨
監
の
も
と
実
施
さ
れ
た
選
挙
戦
で
あ
っ
た
が
、
大
き
く

盛
り
上
っ
た
。
結
果
は
岡
崎
運
兵
衛
（
独
立
俱
楽
部
）
が
六
八
〇
票
で
当
選
し
、

園
山
勇
（
自
由
党
）
は
六
五
六
票
の
僅
少
差
で
敗
北
し
た
。
岡
崎
は
以
前
に
大
成

会
に
所
属
し
て
い
た
の
で
民
党
側
か
ら
吏
党
と
み
ら
れ
て
い
た
。
両
者
は
選
挙
運

動
の
方
法
が
対
照
的
で
、
岡
崎
派
は
一
八
九
一
年
九
月
一
六
日
に
発
会
し
た
八
雲

俱
楽
部
を
本
部
と
し
、
郡
規
模
の
意
宇
俱
楽
部
そ
し
て
各
村
へ
と
つ
な
が
る
後
援

会
組
織
の
方
式
で
あ
り
、
一
方
の
園
山
派
は
青
年
会
に
よ
る
草
の
根
的
運
動
と
い

う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
有
権
者
は
直
接
国
税
一
五
円
以
上
の
納
入
が
条
件
で
あ
る

か
ら
農
村
で
は
地
主
に
限
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
佐
草
部
落
は
八
〇
戸
で
あ
る
が
有

権
者
は
一
八
名
に
過
ぎ
な
い
。
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こ
の
衆
議
院
選
挙
か
ら
二
ヵ
月
後
の
四
月
二
七
日
に
、
大
庭
村
の
村
議
会
議
員

選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
は
衆
議
選
の
と
き
以
上
に
大
激
戦
と
な
っ
た
。
岡
崎

派
と
園
山
派
は
そ
れ
ぞ
れ
候
補
者
を
擁
立
し
、
結
果
は
園
山
派
の
六
名
の
全
員
当

選
、
岡
崎
派
の
全
員
落
選
で
あ
っ
た
。
選
挙
当
日
の
模
様
を
新
聞
は
次
の
よ
う
に

報
じ
て
い
る
。

●
意
宇
郡
大
庭
村
会
議
員
候
補
者
の
運
動

仝
村
は
曩
き
に
衆
議
院
議
員
及
県
会
議
員
の
競
争
甚
し
か
り
し
に
よ
り
村
民

の
政
治
思
想
を
起
せ
し
に
よ
る
か
今
度
の
村
会
議
員
半
数
改
選
に
際
し
て
岡

崎
園
山
両
派
に
分
れ
各
候
補
者
を
定
め
て
大
に
運
動
せ
し
か
其
競
争
実
に
衆

議
院
議
員
選
挙
の
時
に
勝
れ
り
殊
に
選
挙
の
当
日
の
如
き
は
両
派
の
運
動
者

未
明
よ
り
東
奔
西
走
し
勧
誘
に
従
事
せ
り

 

（「
山
陰
新
聞
」
明
治
二
五
年
四
月
三
〇
日
）

　

村
会
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
権
者
は
直
接
村
税
二
円
以
上
（
こ
の

時
点
で
は
地
価
割
・
戸
別
割
の
合
算
）
納
入
者
で
あ
る
。
今
回
の
村
議
選
か
ら
半

数
改
選
で
、
選
挙
人
数
は
第
一
級
四
七
人
投
票
数
四
二
票
、
第
二
級
三
二
一
人
投

票
数
二
五
〇
票
で
あ
っ
た
〔「
村
事
務
報
告
書
」（「
大
庭
村
役
場
文
書
」）〕。
第
二

級
の
棄
権
が
七
一
票
と
多
い
こ
と
に
気
付
く
が
、
山
代
の
議
席
配
分
が
な
い
の
で

同
部
落
の
有
権
者
は
投
票
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

園
山
派
事
務
所
が
同
年
一
〇
月
に
作
成
し
た
「
自
由
派
有
志
者
名
簿
」
に
、「
幹

事
」
と
冠
し
た
人
名
が
部
落
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

佐
草 　

渡
部
源
次
郎
、
引
野
専
之
助
、
今
井
正
八
、
周
藤
虎
市
、
渡
部
恵
三

郎
、
谷
本
賢
次
郎
、
中
島
正
三
郎
、
引
野
夫
右
衛
門

　
　

平
原　

三
島
貞
蔵
、
石
倉
佐
一
郎

　
　

大
草　

三
島
良
平
衛
、
白
鹿
兵
之
助

　
　

大
庭　

荒
川
仁
右
衛
門
、
井
上
賢
蔵
、
福
島
善
太
郎
、
広
江
源
次
郎

　
　

山
代　

松
浦
国
太
郎
、
高
島
善
太
郎
、
角
友
太
郎
、
角
米
吉

 

（「
内
藤
文
庫
」
島
根
県
立
図
書
館
蔵
）

　

こ
れ
ら
の
人
々
は
大
庭
村
の
有
力
者
で
、
村
長
・
助
役
・
村
会
議
員
が
含
ま
れ

て
い
る
。
な
か
で
も
佐
草
部
落
は
民
党
勢
力
が
強
く
、
佐
草
俱
楽
部
と
い
う
地
方

民
会
の
発
会
式
を
同
年
一
月
に
挙
行
し
会
則
を
編
ん
だ
と
新
聞
記
事
に
あ
る
。

◎
青
年
書
を
飛
し
て
老
輩
を
誡
む

意
宇
郡
大
庭
村
大
字
佐
草
区
は
七
十
有
余
戸
の
部
落
に
し
て
有
権
者
は
十
八

名
に
過
ぎ
さ
る
が
這
回
財
産
家
有
力
者
は
時
事
に
慨
す
る
所
あ
り
佐
草
俱
楽

部
を
組
織
し
爾
後
部
員
相
提
携
し
て
区
内
の
公
益
を
図
り
同
一
方
針
を
取
り

て
万
端
の
事
件
を
措
弁
せ
ん
と
盟
ひ
会
則
を
編
み
て
去
る
三
十
日
佐
草
一
之

進
氏
宅
に
於
て
発
会
式
を
挙
け
た
り
然
る
に
明
治
二
十
二
年
一
月
設
立
し
爾

来
隆
盛
に
赴
き
第
一
期
衆
議
院
議
員
選
挙
の
際
に
も
有
権
者
の
柴
門
を
叩
き

種
々
運
動
せ
し
佐
草
青
年
会
ハ
這
般
の
改
選
に
区
内
の
有
権
者
が
黄
白
の
た

め
に
節
を
折
り
情
実
の
為
め
に
操
を
挫
き
他
区
の
嗤
笑
と
な
ら
ん
こ
と
を
憂

ひ
中
島
正
三
郎
、
渡
部
恵
三
郎
、
谷
本
堅
次
郎
、
宮
田
元
太
郎
、
周
藤
虎
市

の
五
氏
の
名
義
に
て
区
内
無
資
者
一
同
に
代
り
一
篇
の
意
見
書
を
佐
草
倶
楽

部
に
投
し
た
り
其
要
領
ハ
有
権
者
ハ
必
ら
ず
公
平
無
私
な
る
を
要
す
若
し
夫

れ
区
内
の
有
権
者
に
し
て
苞
苴
に
眷
恋
せ
す
む
ば
我
区
の
名
声
を
他
村
に
博

し
或
は
選
挙
上
の
模
範
と
も
な
る
べ
し
と
而
し
て
其
書
を
受
け
た
る
倶
楽
部

長
は
直
に
部
員
を
会
し
朗
読
を
な
し
た
る
に
満
場
一
の
異
議
者
な
く
直
に
自

由
党
の
候
補
者
を
選
挙
す
る
こ
と
に
決
し
一
同
佐
草
倶
楽
部
万
歳
自
由
党
万

歳
を
連
呼
し
夫
れ
よ
り
酒
宴
を
張
り
各
胸
襟
を
披
き
黄
昏
に
及
び
退
散
せ
り

一
五
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と
云
ふ 

（「
山
陰
新
聞
」
明
治
二
五
年
二
月
二
日
）

　

⑵　

有
力
者
間
の
対
立

　

村
の
行
財
政
方
針
は
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
か
ら
転
換
が
は
じ
ま
っ
た
。

戸
別
割
が
増
加
す
る
傾
向
が
み
え
、
は
じ
め
は
ゆ
っ
く
り
と
、
日
清
戦
後
は
急
増

し
て
い
く
。
地
価
割
と
戸
別
割
の
割
合
は
当
初
七
対
三
で
あ
っ
た
の
が
、
つ
い
に

は
逆
転
し
て
い
く
。
戸
別
割
は
下
層
民
に
は
負
担
が
重
く
な
る
方
式
で
あ
る
こ
と

は
、
前
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
広
瀬
道
な
ど
道
路
改
修
・
役
場
と
校
舎
建

築
に
は
莫
大
な
費
用
が
必
要
で
あ
り
、
も
と
も
と
民
党
派
の
村
長
以
下
だ
れ
も
賛

同
し
た
こ
と
だ
が
、
理
想
と
現
実
の
乖
離
と
は
こ
う
し
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ

う
な
事
態
を
背
景
に
村
政
は
行
き
づ
ま
り
、
村
会
は
対
立
す
る
状
態
に
陥
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。

　
　

 

村
会
の
招
集
常
に
再
開

（
マ
マ
）に

及
ぶ
を
例
と
し
、
其
間
ま
た
屢
々
監
督
官
庁
の
調

停
を
見
る
な
ど
、
殆
ん
ど
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
状
態
に
在
っ
た

　
　
　

 （「
新
優
良
村
治
蹟
其
一　

曽
て
は
難
村
た
り
し
大
庭
村
」『
斯
民
』
第

二
〇
編
第
三
号
、
一
九
二
五
年
）

　

村
政
が
緊
縮
方
針
か
ら
転
換
し
始
め
る
と
、
村
会
の
有
力
者
間
の
対
立
が
表
面

化
し
た
。
村
会
の
開
催
状
況
を
み
た
の
が
、
表
24
で
あ
る
。
村
会
の
回
数
・
日
数

が
増
加
し
た
の
は
審
議
案
件
が
多
い
こ
と
も
あ
る
が
、
否
決
・
修
正
が
増
え
た
こ

と
に
よ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。村
会
の
回
数
を
う
わ
ま
わ
る
日
数
の
増
加
こ
そ
が
、

村
会
が
難
航
し
た
証
拠
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
村
政
の
方
針
転
換
が
な
さ
れ
た
の
は
、
名
誉
職
村
長
を
井
上
賢

蔵
、
名
誉
職
助
役
を
今
井
正
八
が
つ
と
め
た
時
期
で
あ
る
。
二
人
は
村
会
を
リ
ー

ド
し
た
民
党
派
の
活
動
家
で
あ
る
。
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
村
長
の
座
を
め

ぐ
り
選
挙
で
争
い
、
同
数
で
再
投
票
と
な
り
、
再
々
投
票
で
も
同
数
、
郡
参
事
会

の
裁
決
で
現
役
の
三
選
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
井
上
村
長
辞
任
後
に
村
政
の
主
導
権
を
維
持
す
る
た
め
、
そ
れ
ま
で

提
携
し
て
き
た
大
庭
は
佐
草
と
の
合
従
連
衡
を
取
り
止
め
、
佐
草
と
対
抗
す
る

た
め
山
代
と
連
携
し
た
。
部
落
間
対
立
は
な
お
一
層
激
化
す
る
こ
と
に
な
る
（
表

表24　村会の開催状況
年 村会 日数 議決件数 摘要
1892  8回  8日 30

93  7  8 15
94  7  8 20
95 13 13 57
96 11 12 34
97 村長選　同数のため郡参事会で裁決
98 11 14 40 村長事故退任
99 17 21 46

1900 10 12 37
01 12 15 31
02  5  7 29
03  8 10 24
04  9 13 31
05  8 16 13 村長不信任決議
06  4  8 21
07  8 10 29
08  9 11 40
09 10 17 41
10  9 10 32 村長事故退任、村長3ヵ月空席
11  9  9 30

1897年は原資料に記述なし。各年「村事務報告書」（「大庭村役場文書」）
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24
、
図
2
）。

　

こ
こ
か
ら
村
長
不
信
任
決
議
案
の

可
決
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
村
長
へ
の
不
信
任
決

議
と
い
う
の
は
、
異
例
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
　

 

同
三（

マ
マ
）十

二
年
村
民
反
目
ノ
結
果

当
時
ノ
村
長
吉
野
武
三
郎
ノ
如

キ
ハ
村
会
ニ
於
テ
不
信
任
決
議

ヲ
受
ケ
辞
職
ス
ル
ノ
止
ム
ヲ
得

サ
ル
ニ
至
レ
ル
等
其
間
ノ
消
息

推
シ
テ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
〔
大

正
四
年
「
村
治
状
況
調
査
書
」

（「
大
庭
村
役
場
文
書
」）〕

　

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
「
村
会
議
事

録
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

明
治
三
十
八
年
八
月
八
日

　
　
　

 

村
長
ハ
明
治
三
十
七
年
度
決

算
書
ヲ
村
会
ヘ
提
出

　
　

八
日
〜
十
六
日　

委
員
会
審
査

　
　

十
六
日　

動
議
可
決

　
　
　

本
村
長
カ
本
村
会
ニ
提
出
シ

図 2　村長・助役の出身部落

1889

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1900

01

02

03

04

05

06

大　庭 佐　草 山　代 大　草 平　原

11.1511.15

5.7

5.85.8

12.20

5.16

5.16

4.25

9.29
5.15

5.15

5.135.16

有
給
助
役

名
誉
職
助
役

名
誉
職
村
長

4.22
1.6

11.16

9.26
9.21

9.22

3.15

10.4

8.29

9.27
8.16

5.16

8.18.1

7.26

7.29

7.15
4.26

「職員録」「村事務報告書」（「大庭村役場文書」）
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タ
ル
決
算
ニ
付
ス
ル
処
ノ
意
見
ト
委
員
会
ニ
於
ケ
ル
本
村
長
ノ
弁
明
ト
ハ
実

ニ
正
反
対
ニ
シ
テ
即
チ
決
算
ニ
付
ス
ル
処
ノ
意
見
ハ
審
査
上
確
実
ナ
ル
旨
発

表
ス
ル
ト
雖
ト
モ
委
員
会
会
計
審
査
ニ
際
シ
現
金
不
足
ナ
ル
旨
明
言
ス
ル
ノ

ミ
ナ
ラ
ス
現
在
金
ノ
調
査
ハ
猶
予
セ
ン
コ
ト
ヲ
口
述
セ
リ
…
…
本
村
会
カ
未

タ
本
決
算
ニ
対
シ
其
ノ
認
否
ヲ
決
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス

　
　

九
月
二
十
一
日　

緊
急
動
議
（
不
信
任
動
議
）
可
決

　
　
　

明
治
三
十
七
年
度
歳
入
出
決
算
認
定
ノ
件
ニ
付
去
ル
八
月
十
六
日
本
村
会

ニ
於
テ
審
議
ノ
末
結
局
村
長
ハ
制
（「
町
村
制
」
―
森
安
注
）
第
百
十
二
条
ニ

定
ム
ル
順
序
ニ
履
行
セ
ス
シ
テ
本
件
ヲ
本
会
ニ
提
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
タ

ル
ヲ
似
テ
未
タ
本
決
算
ニ
対
シ
其
ノ
認
否
ヲ
決
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
ト
決
議

セ
ン
次
第
ナ
ル
カ
村
長
ニ
於
テ
本
件
ヲ
再
ヒ
提
出
ス
ル
ニ
方
リ
テ
ハ
必
ス
ヤ

相
当
ノ
理
由
ナ
キ
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
村
長
ハ
本
件
ノ
認
定
ヲ
求
ム
ル
為

メ
本
月
二
十
一
日
本
村
会
ヲ
開
設
シ
本
件
ニ
就
テ
ハ
其
後
村
長
ニ
於
テ
審
査

ヲ
為
シ
タ
ル
旨
ヲ
述
ヘ
且
ツ
其
理
由
ト
シ
テ
述
フ
ル
所
ニ
ヨ
レ
ハ
一
定
ノ
方

針
ト
シ
テ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
則
チ
前
回
ニ
於
ケ
ル
決
議
ニ
同
意
ス
ル
カ
如

ク
又
同
意
セ
サ
ル
カ
如
ク
其
陳
弁
頗
ル
曖
昧
ニ
シ
テ
…
…
元
来
村
長
ノ
職
タ

ル
ヤ
町
村
制
ニ
其
拠
ル
所
ヲ
定
メ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
主
ト
シ
テ
村
民
ノ
徳
望
ト

信
用
ト
ニ
重
キ
ヲ
置
キ
之
ヲ
執
行
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
信
ス
…
…
速

ニ
村
長
ニ
於
テ
其
現
職
ヲ
引
退
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
好
意
上
本
村
会
ノ
決
識
ヲ

経
テ
勧
告
セ
ン
ト
ス

　

こ
の
不
信
任
決
議
は
村
長
の
行
政
能
力
の
欠
如
と
「
徳
望
・
信
用
」
の
欠
落
を

強
調
し
て
い
る
。
ま
た
後
年
の
村
の
記
録
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

此
時
ニ
当
リ
松
浦
孝
一
村
長
ノ
職
ニ
就
ク
ヤ
之
レ
カ
改
善
ニ
向
ツ
テ
全
力

ヲ
尽
セ
シ
結
果
感
情
ヲ
固
持
ス
ル
ノ
不
利
ナ
ル
コ
ト
及
党
争
ノ
害
ア
ル
コ
ト

ヲ
自
覚
ス
ル
ニ
至
リ
従
来
ノ
悪
感
情
ヲ
一
洗
シ
村
治
ノ
発
達
ニ
協
力
ス
ル
ノ

気
運
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
未
タ
積
弊
ノ
暗
流
絶
ヘ
サ
リ
シ
カ
現
村
長
広
江

勝
之
助
就
職
ス
ル
ヤ
村
民
ノ
緝
睦
協
同
ヲ
以
テ
村
治
改
善
ノ
根
本
義
ト
シ
テ

之
レ
ニ
向
ツ
テ
全
力
ヲ
傾
注
ス
ル
ト
同
時
ニ
村
是
ノ
制
定
ヲ
ナ
シ
其
他
各
般

ノ
施
設
経
営
ニ
努
力
セ
ル
結
果
今
ヤ
其
治
積
大
ニ
挙
リ
部
落
感
情
及
党
弊
等

ハ
亳
末
モ
其
跟
ナ
ク
…
…
〔
大
正
四
年
「
村
治
状
況
調
査
書
」（「
大
庭
村
役

場
文
書
」）〕

　

そ
し
て
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
は
、
内
務
大
臣
若
槻
礼
次
郎
の
名
で
模

範
村
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
。

四　

階
層
社
会
の
構
成

　

農
村
に
お
い
て
寄
生
地
主
制
が
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
、
わ
が
国
の
資
本
主

義
も
確
立
し
て
い
っ
た
。
日
清
・
日
露
戦
間
期
は
産
業
革
命
期
で
あ
っ
て
、
ま
た

地
主
に
よ
る
土
地
集
積
は
資
本
主
義
が
農
村
を
巻
き
込
ん
で
い
く
な
か
で
進
行
し

た
。
地
主
成
長
の
原
因
は
農
業
外
に
も
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
を
へ
て
明
治
後
期
に

農
民
層
分
解
は
進
行
し
て
い
っ
た
。

　

都
市
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
は
、
非
農
業
人
口
を
増
大
さ
せ
、
農
産
物
の

需
要
は
高
ま
っ
て
米
価
は
上
昇
し
た
。
一
方
、
地
主
が
小
作
人
か
ら
徴
収
す
る
小

作
料
は
現
物
の
米
で
あ
り
、
地
主
は
そ
れ
を
販
売
し
て
地
租
な
ど
の
租
税
を
納
入

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
価
の
上
昇
は
直
ち
に
収
入
の
増
加
と
な
る
。

　

こ
の
間
の
米
価
の
推
移
を
み
る
と
、
表
25
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
代

以
降
上
昇
基
調
と
な
り
、
地
租
改
正
の
際
に
使
用
し
た
基
準
米
価
の
四
円
四
銭
が

二
倍
あ
る
い
は
三
〜
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。

一
八

「
明
治
の
村
」
の
政
治
状
況 

―
八
束
郡
大
庭
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（
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こ
の
時
期
に
は
地
主
は
し
だ
い
に
土
地
を
集
積
し
、
寄
生
地
主
と
小
作
人
と

の
関
係
が
農
村
の
基
本
構
造
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
表
26
に
み
る
よ
う
に
、

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
は
自
小
作
は
六
五
・
九
％
、
小
作
は
一
一
・
六
％
を

占
め
て
、
農
家
の
大
部
分
が
地
主
に
小
作
料
を
納
入

せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
上
位
・
中
位
・

下
位
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
階
層
社
会
が
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
（
表
27
）。

　

次
に
、
表
28
に
よ
っ
て
田
畑
所
有
規
模
別
と
経
営

規
模
別
農
家
数
を
対
比
し
た
が
、
大
ま
か
に
い
う
と

三
町
以
上
の
所
有
者
は
寄
生
地
主
か
そ
れ
に
準
ず
る

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
で
五
反
以
下
の
所
有
者
と

無
所
有
者
は
地
主
か
ら
借
地
し
て
一
町
程
度
の
耕
地

を
経
営
し
て
、
よ
う
や
く
下
位
層
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
こ
で
階
層
分
化
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た

い
。
地
主
に
よ
る
土
地
集
積
の
対
極
に
は
、
中
等
規

模
の
農
民
が
土
地
を
喪
失
し
た
こ
と
が
あ
る
。
表
29

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
露
戦
争
前
後
の
一
〇
年
間

表25　 1 石あたり米価
年 米価

1873（明6） 4.42
77（ 10） 5.05
80（ 13） 10.17
84（ 17） 5.22
89（ 22） 5.65
92（ 25） 7.13
94（ 27） 8.87
97（ 30） 11.45
98（ 31） 14.12

1900（ 33） 11.64
02（ 35） 12.28
04（ 37） 13.35
07（ 40） 16.17
09（ 42） 12.98
11（ 44） 17.70 
（『島根県植物防疫史』

島根県植物防疫協会、1962年。
原資料は「山陰新報」記事）

円

表26　1911（明治44）年の大庭村の農家数と作付反別
農家数 田畑作付反別 1戸あたり反別

自　作 95（22．5％） 100.5715 1.0600 
自小作 278（65．9％） 359.2223 0.9307 
小　作 49（11．6％）  40.2712 0.8206 

計 422（ 100％） 500.0721 1.1815 
「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」島根県農会、1913年

町 町

表27　1911年（明治44）の大庭村の民産等級別戸数
等級 総戸数 うち農戸数 村政担当者

上位（優位～ 17等） 25（ 5．1％） 24（ 5．7） 村長、有給助役、収入役、村議5人、区議7人
中位（18 ～ 29） 116（23．7％） 110（26．1） 名誉職助役、村議7人、区議7人
下位（30 ～ 45） 349（71．2％） 281（68．2） 区議2人

計 490（ 100％） 422（ 100）
前掲「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」、「職員録」（「大庭村役場文書」）

表28　1911年（明治44）の大庭村の
　　　田畑所有・経営規模別農家数

所有 経営
10町以上 3
5 ～ 10町 12
3 ～ 5 13
1 ～ 3 88 1町以上 240
5反～ 1町 63 5反～ 1町 119
5反以下 226 5反以下 63

計 405 計 422
前掲「島根県八束郡大庭村

農事調査報告概要」

表29　大庭村における土地売買（1902 ～ 1911年合計）
売買形態 反別 価額

村内売買 72.2725 75,789.000 
他町村より買入 23.4529 31,595.000 
他町村へ売却 7.5007 10,238.000 
差引買入超過 15.9522 21,357.000 

前掲「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」

町 円
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表30　大庭村民の階層別の衣服（平常着）
男　　子

衣服
春秋 夏 冬

上位 中位 下位 上位 中位 下位 上位 中位 下位
袷 ○ ○ ○

春
に
綿
入
、
下
着
、
襟
巻
を
加
ふ

春
に
袢
天
、
足
袋
を
加
ふ

春
に
袢
天
、
甲
掛
を
加
ふ

羽織 ○ ○
袢天 ○ ○
肌子 ○ ○ ○ ○ ○

シャツ ○ ○ ○ ○
帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○
褌 ○ ○ ○ ○ ○ ○

足袋 ○
手拭 ○ ○ ○ ○ ○ ○
帽子 ○ ○ ○ ○

パッチ ○ ○
筒袖 ○ ○
袖無 ○ ○
股引 ○ ○
脚絆 ○ ○
単衣 ○ ○ ○
浴衣 ○
価額 16.13 7.63 4.87 18.73 3.93 2.02 20.93 9.01 5.97

 

円

女　　子

衣服
春秋 夏 冬

上位 中位 下位 上位 中位 下位 上位 中位 下位
袷 ○ ○ ○

春
に
下
着
を
加
ふ

春
に
袢
天
、
足
袋
を
加
ふ

春
に
同
じ

袢天 ○
肌子 ○ ○ ○ ○
帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○

腰巻 ○ ○ ○ ○ ○ ○
前垂 ○ ○ ○ ○ ○ ○
足袋 ○
袖無 ○ ○ ○
手拭 ○ ○ ○ ○ ○ ○
筒袖 ○
単衣 ○ ○ ○
帷子 ○
浴衣 ○
価額 12.03 5.98 4.72 13.68 3.63 2.12 14.53 7.93 4.72

前掲「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」
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に
村
民
に
よ
る
土
地
の
村
内
売
買
は
七
二
町
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
中
位
層
の

激
減
と
下
位
層
の
肥
大
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
一
方
、
他
町
村
か
ら
買
入
れ
た

土
地
反
別
は
他
町
村
に
売
却
し
た
土
地
反
別
の
三
倍
余
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
事
態
を
背
景
と
し
て
、
上
位
・
中
位
の
階
層
出
身
者
が
村
長
・
助
役
・
村
会
議

員
ら
村
政
指
導
者
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
経
済
構
造
と
政
治
構
造
は
照
応
し

て
い
た
。

　

明
治
後
期
の
階
層
格
差
は
経
済
面
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
顕
著

に
は
っ
き
り
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
表
30
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
経
済
状
態
が
良

好
な
一
部
の
少
数
者
は
、
男
子
は
四
季
は
問
わ
ず
羽
織
を
着
用
す
る
の
が
衿
持
と

さ
れ
た
。
冬
期
に
な
る
と
防
寒
用
に
綿
入
・
襟
巻
を
着
用
し
た
。
一
般
農
家
の
人

の
労
働
時
間
は
日
の
出
に
始
ま
り
、日
の
入
り
で
終
わ
る
。
さ
ら
に
夜
業
も
あ
る
。

そ
れ
故
筒
袖
・
袖
無
・
脚
袢
な
ど
が
平
常
着
で
あ
る
。
上
位
の
階
層
（
富
裕
層
）

の
男
子
は
そ
う
し
た
仕
事
着
は
所
持
し
な
い
が
、
そ
れ
は
富
力
の
ち
が
い
に
寄
因

す
る
。
夜
に
な
る
と
、
本
家
と
廊
下
で
連
な
る
別
棟
の
湯
殿
で
入
浴
し
、
浴
衣
に

着
換
え
て
涼
を
と
る
。
浴
衣
は
富
裕
な
人
で
な
い
と
所
持
し
な
い
。

　

食
生
活
は
表
31
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
一
般
的
に
粗
食
で
あ
る
。
富
裕
層
も
米
飯

あ
る
い
は
米
麦
飯
で
あ
る
が
、
米
と
麦
の
混
合
割
合
は
階
層
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
背
景
に
都
市
人
口
の
急
増
と
い
う
需
要
面
で
の
要
請

で
米
価
が
上
昇
す
る
と
、
自
家
用
を
販
売
用
に
廻
し
商
品
化
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
副
食
は
漬
物
・
煮
物
・
汁
な
ど
で
、
基
本
的
に
は
自
給
的
食
生
活
構
造
が
持

続
し
て
い
た
。
た
だ
飲
酒
は
富
裕
層
だ
け
で
あ
り
自
己
の
地
位
と
名
望
を
自
認
し

て
い
た
。

　

次
に
住
居
に
つ
い
て
、
建
物
の
広
さ
を
階
層
別
に
み
た
の
が
、
表
32
で
あ
る
。

本
家
の
坪
数
は
四
一
坪
か
ら
一
六
坪
ま
で
と
格
差
は
大
き
か
っ
た
。
本
家
内
部
は

広
い
部
分
を
土
間
が
占
め
、
農
作
業
の
場
で
あ
り
、
野
良
着
の
ま
ま
で
調
理
を
し

表31　大庭村民の階層別の食物

階層
朝食 昼食 夕食

合計
品名 価格 品名 価格 品名 価格

上位 米飯又ハ米麦飯
団子、漬物、煮物 50 米飯又ハ米麦飯

魚類、漬物、煮物 70　 米飯又ハ米麦飯
漬物、汁、煮物、酒 100 220

中位 米麦飯、団子
漬物又ハ煮物 45 米麦飯、煮物

漬物、魚類 70 米麦飯、汁、煮物
漬物  60 175

下位 米麦飯、団子
漬物 35 米麦飯、汁

煮物又ハ漬物 50 米麦飯、焼餅又ハ
魚類  50 135

前掲「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」

厘 厘 厘 厘

表32　明治末の大庭村の階層別の住居

建物
上位 中位 下位

坪数 価格 坪数 価格 坪数 価格
本　家  41.0 820.0 29.5 442.5 16.0 128.0 
土　蔵   6.0 210.0 4.0 140.0 － －
納　舎  18.0 216.0 12.5 125.0 8.0 56.0 
その他   8.75 105.0 3.0 30.0 1.5 10.5 
合　計  73.75 1,351.0 49.0 737.5 25.5 194.5 
宅　地 300.0 300.0 200.0 140.0 60.0 24.0 

前掲「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」

坪 円 坪 円 坪 円

表33　明治末の大庭村の階層別の
　　　冠婚葬祭経費

種別 上位 中位 下位
嫁取費 221.5 66.5 25.0 
嫁入費 601.0 229.0 74.0 
婿取費 191.0 53.0 21.2 
婿入費 404.0 180.0 57.0 
葬式費 53.0 25.0 14.0 
前掲「島根県八束郡大庭村農事調査報告概要」

円 円 円
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て
食
事
や
休
息
の
場
と
し
て
い
た
。
宅
地
の
片
隅
に
便
所
や
風
呂
場
が
あ
っ
て
、

暗
が
り
や
寒
さ
の
中
で
い
ち
い
ち
外
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は

一
般
の
農
家
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
。
本
家
の
周
囲
に
は
庭
が
あ
っ
て
、
脱
穀
や

乾
燥
な
ど
の
場
と
さ
れ
、
広
々
と
し
て
い
た
。

　

日
清
戦
後
に
な
る
と
社
会
の
変
化
は
め
ま
ぐ
る
し
く
、
生
活
程
度
は
向
上
し
た

が
、
そ
れ
を
押
し
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
な
か
で
も
冠
婚
葬
祭
費
の
場

合
は
、
階
層
間
の
へ
だ
た
り
を
増
幅
さ
せ
た
。
表
33
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
レ

の
行
事
の
経
費
の
格
差
は
は
っ
き
り
目
立
つ
。

　

ま
た
嫁
入
と
嫁
取
・
婿
入
と
婿
入
に
あ
た
り
、
両
当
事
者
に
費
用
の
負
担
に
差

が
あ
る
の
は
不
自
然
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
婚
姻
・
養
子
縁
組
は
平
等
で
あ
り
上

下
関
係
で
な
く
、
相
互
扶
助
関
係
と
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
執
筆
の
た
め
に
史
料
調
査
を
再
開
し
、
執
筆
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
「
コ
ロ

ナ
禍
」
に
よ
り
そ
の
作
業
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
九
三
一
年
生
ま
れ
の

筆
者
に
、
こ
の
事
態
と
今
夏
の
猛
暑
は
き
び
し
く
立
ち
は
だ
か
っ
た
た
め
、
本
稿

は
大
庭
村
の
政
治
状
況
に
関
す
る
具
体
的
な
事
実
の
提
示
を
中
心
と
す
る
も
の
に

な
っ
た
。
た
だ
し
、
島
根
県
に
お
け
る
近
代
地
域
政
治
史
研
究
の
既
往
の
研
究
成

果
を
見
る
時
、「
明
治
の
村
」
の
政
治
状
況
の
具
体
的
解
明
自
体
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
本
稿
の
よ
う
な
「
具
体
的
な
事
実
の

提
示
」
も
有
意
義
と
考
え
る
。

　
「
コ
ロ
ナ
禍
」
で
公
共
施
設
が
利
用
で
き
な
い
状
況
が
続
い
た
中
で
、
島
根
県

立
図
書
館
・
八
雲
立
つ
風
土
記
の
丘
資
料
館
が
史
料
閲
覧
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
に
御
礼
を
申
し
上
げ
、
擱
筆
す
る
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
の
も
と
に
な
る
の
は
、
三
〇
年
も
前
に
島
根
近
代
史
研
究
会
の
研
究
例
会

で
行
っ
た
報
告
で
あ
る
。
研
究
例
会
で
の
報
告
の
基
礎
史
料
は
、「
大
庭
村
役
場

文
書
」（
当
時
、
大
庭
公
民
館
所
蔵
）
と
島
根
県
町
村
合
併
関
係
文
書
（
当
時
、
島

根
県
立
図
書
館
所
蔵
。
現
在
、
島
根
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
で
あ
っ
た
。
報

告
後
、『
お
お
ば
の
歴
史
』
の
編
集
に
参
画
し
、「
近
代
史
講
座
」
を
担
当
し
た
。

そ
の
概
要
は
、
一
九
九
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
書
第
七
章
「
三
節　

明
治
の
村
落

事
情
」
に
略
述
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
前
述
の
島
根
近
代
史
研
究
会
で
の
報
告
レ

ジ
ュ
メ
を
基
礎
と
し
て
、「
大
庭
村
役
場
文
書
」（
八
雲
立
つ
風
土
記
の
丘
資
料
館

所
蔵
）
の
再
調
査
等
を
行
っ
た
上
で
執
筆
し
た
。
島
根
近
代
史
研
究
会
で
の
報
告

後
、
長
い
年
月
が
経
過
し
た
が
、
島
根
県
に
お
け
る
地
域
政
治
構
造
・
政
治
状
況

研
究
の
現
状
に
鑑
み
、
渡
部
寛
一
郎
文
書
研
究
会
に
参
加
し
た
こ
と
を
機
に
論
文

化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
山
陰
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
近
代
山
陰
地
域
の
文
化
教
養
環
境
に
お
け
る
漢
詩
文
の
位
置
―
若
槻
克

堂
と
剪
淞
吟
社
の
学
際
的
研
究
―
」（
課
題
番
号
一
九
一
三　

期
間
二
〇
一
九

〜
二
〇
二
一
年
度　

代
表
要
木
純
一
）
及
び
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
研

究
課
題
名
は
山
陰
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
同
じ
。
研
究
課
題
／
領
域
番
号

19K
00296　

研
究
期
間
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
一
年
度　

研
究
代
表
者
・
要
木
純

一
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
参
考
文
献
〕

＊
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
左
記
の
文
献
を
参
照
し
た
。

大
石
嘉
一
郎
『
近
代
日
本
の
地
方
自
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
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大
石
嘉
一
郎
・
西
田
美
昭
編
著
『
近
代
日
本
の
行
政
村　

長
野
県
埴
科
郡
五
加
村
の
研
究
』

日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
一
年

大
島
美
津
子
『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年

お
お
ば
の
歴
史
編
集
委
員
会
編
『
お
お
ば
の
歴
史
』
お
お
ば
の
歴
史
編
纂
委
員
会
、

一
九
九
八
年

神
立
春
樹
「
産
業
革
命
と
地
域
社
会
」
一
九
八
五
年
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

編
『
講
座
日
本
歴
史
8　

近
代
2
』
東
京
大
学
出
版
会
所
収
）

内
藤
正
中
『
新
修
島
根
県
史　

通
史
篇
2
近
代
』
島
根
県
、
一
九
六
七
年

中
村
政
則
「
天
皇
制
国
家
と
地
方
支
配
」
一
九
八
五
年
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究

会
編
『
講
座
日
本
歴
史
8　

近
代
2
』
東
京
大
学
出
版
会
所
収
）
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A Study on the Political Situation of Oba Village, 
Yatsuka district, Shimane prefecture in Meiji Era

MORIYASU Akira
（Research Project on Works of Watanabe Kanichiro）

〔 A b s t r a c t 〕

　Oba Village consists of 5 old villages, Oba, Sakusa, Yamashiro, Okusa and Hirahara and 
established in 1889. It was commended as a Model Village by Home Aff airs Minister in 1925. 
But formerly it had been holding internal political strife. This study unravels the reason why 
Oba village had such strife through analyzing its political, economical and social situation.

Keywords: Oba Village in Yatsuka district, Political Situation, Administrative Village, 
　　　　　 political strife inside the village, Hierarchical society
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